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─ 1 ─

　　　公　　　告
○するめいか、くろまぐろ（小型魚）及びくろま
　ぐろ（大型魚）に関する令和６管理年度におけ
　る知事管理漁獲可能量……………………………（漁業管理課）27
○くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚
　）に関する令和５管理年度における知事管理漁
　獲可能量の変更……………………………………（　　〃　　）27
　　　人事委員会規則
○会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部
　を改正する規則………………………………………………………28
○へき地手当等に関する規則の一部を改正する規
　則………………………………………………………………………29
○平成17年改正県給与条例附則第７条及び平成17
　年改正市町村立学校給与条例附則第６項から第
　９項までの規定による給料に関する規則を廃止
　する規則………………………………………………………………29
　　　県議会規則
○宮崎県議会会議規則の一部を改正する規則………………………29

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　規　　　則
○宮崎県庁舎等管理規則の一部を改正する規則…（財産総合管理課）１
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行
　細則の一部を改正する規則………………………（障がい福祉課）１
○児童福祉法施行細則の一部を改正する規則……（こども家庭課）18
　　　告　　　示
○指定障害児通所支援事業者の指定………………（障がい福祉課）24
○救急病院の認定（２件）…………………………（医療政策課）24
○保安林の指定施業要件の変更……………………（自然環境課）25
○公の施設の指定管理者の指定……………………（観光推進課）25
○家畜人工授精講習会規程の一部を改正する告示…（家畜防疫対策課）25
○漁業災害補償法に基づく特定第２号漁業者の同
　意……………………………………………………（水産政策課）26
○道路の区域の変更…………………………………（道路保全課）26
○道路の供用の開始…………………………………（　　〃　　）26
○急傾斜地崩壊危険区域の指定…………………………（砂防課）27

規　　　　　則

　宮崎県庁舎等管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第20号
　　　宮崎県庁舎等管理規則の一部を改正する規則
　宮崎県庁舎等管理規則（昭和35年宮崎県規則第29号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（禁止事項）
第17条　［略］
２　本庁の課の長及び出先機関の長は、前項の規定に違反した者に
　対し、管理する室からの退出を求めることができる。

３　［略］

　（禁止事項）
第17条　［略］
２　本庁の課の長及び出先機関の長並びに第５条第２項の規定によ
　り室の管理に当たる者は、前項の規定に違反した者に対し、管理
　する室からの退出を求めることができる。
３　［略］

　　　附　則
　この規則は、令和６年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第21号
　　　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則
　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（平成26年宮崎県規則第32号）の一部を次のように改正する。
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　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改正前 改正後

　（医療保護入院者の入院届）
第12条　法第33条第７項の規定による届出は、次の各号に掲げる届
　出の区分に応じ、当該各号に定める様式によってするものとする
　。
　（１）・（２）　［略］

　（応急入院届）
第14条　法第33条の７第５項の規定による届出は、次の各号に掲げ
　る届出の区分に応じ、当該各号に定める様式によってするものと
　する。
　（１）　法第33条の７第１項の規定による措置に係る届出　応急入
　　院届（別記様式第13号）
　（２）　法第33条の７第２項後段の規定による措置に係る届出　特
　　定医師による応急入院（第33条の７第２項）届及び記録（別記
　　様式第14号）
　（定期病状報告書）
第15条　［略］
２　法第38条の２第２項において準用する同条第１項の規定による
　報告は、医療保護入院者の定期病状報告書（別記様式第16号）に
　よってするものとする。
３　［略］

　（医療保護入院者の入院届）
第12条　法第33条第９項の規定による届出は、次の各号に掲げる届
　出の区分に応じ、当該各号に定める様式によってするものとする
　。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　法第33条第６項の規定による更新に係る届出　医療保護入
　　院者の入院期間更新届（別記様式第11号の２）
　（応急入院届）
第14条　法第33条の６第５項の規定による届出は、次の各号に掲げ
　る届出の区分に応じ、当該各号に定める様式によってするものと
　する。
　（１）　法第33条の６第１項の規定による措置に係る届出　応急入
　　院届（別記様式第13号）
　（２）　法第33条の６第２項後段の規定による措置に係る届出　特
　　定医師による応急入院（第33条の６第２項）届及び記録（別記
　　様式第14号）
　（定期病状報告書）
第15条　［略］

２　［略］
　（措置入院決定報告書）
第15条の２　法第29条第１項の規定による入院措置を採ったときの
　法第38条の３第１項の規定による通知は、措置入院決定報告書（
　別記様式第17号の２）によるものとする。

　別記様式第８号を次のように改める。
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　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改正前 改正後

様式第９号（第10条関係）
　　［略］

　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１・２　［略］
　３　選択肢は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字を○で囲
　　むこと。
様式第10号（第12条関係）
　　［略］
　　次の者を医療保護入院させましたので、精神保健及び精神障害
　者福祉に関する法律第33条第７項の規定により届け出ます。

　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　［略］
　２　「今回の入院年月日」の欄は、今回貴病院に入院した年月日
　　を記載し、「入院形態」の欄にそのときの入院形態を記載する
　　こと（特定医師の診察による入院を含む。その場合は、「第33
　　条第１項・第３項入院」、「第33条第２項・第３項入院」又は
　　「第33条の７第２項入院」と記載すること。）。
　　　なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載するこ
　　と。
　

　３～７　［略］
　８　「同意をした家族等」の氏名の欄は、親権者が両親の場合は
　　２人目を記載すること。
　９　［略］
　10　提出に当たっては、推定される医療保護入院による入院期間
　　及び選任された退院後生活環境相談員を記載した医療法施行規

様式第９号（第10条関係）
　　［略］

　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１・２　［略］
　３　選択肢は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で
　　囲むこと。
様式第10号（第12条関係）
　　［略］
　　次の者を医療保護入院させましたので、精神保健及び精神障害
　者福祉に関する法律第33条第９項の規定により届け出ます。

　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　［略］
　２　「今回の入院年月日」の欄は、今回貴病院に入院した年月日
　　を記載し、「入院形態」の欄にそのときの入院形態を記載する
　　こと（特定医師の診察による入院を含む。その場合は、「第33
　　条第１項・第３項入院」、「第33条第２項・第３項入院」又は
　　「第33条の６第２項入院」と記載すること。）。
　　　なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載するこ
　　と。
　３　「今回の医療保護入院の入院期間」の欄は、家族等の同意に
　　より入院した日から３月を上限とした年月日を記載すること。
　４～８　［略］
　９　「同意をした家族等」の氏名の欄は、親権者が両親の場合は
　　原則として２人目を記載すること。
　10　［略］
　11　提出に当たっては、推定される医療保護入院による入院期間
　　及び選任された退院後生活環境相談員の氏名を記載した医療法

　　則（昭和23年厚生省令第50号）第１条の５に規定する入院診療
　　計画書の写しを添付すること。
　11　［略］
様式第11号（第12条関係）
　　［略］
　　次の者を特定医師の診察により医療保護入院させましたので、
　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第７項の規定に
　より届け出ます。
　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項

　　施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第１条の５に規定する入
　　院診療計画書の写しを添付すること。
　12　［略］
様式第11号（第12条関係）
　　［略］
　　次の者を特定医師の診察により医療保護入院させましたので、
　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第９項の規定に
　より届け出ます。
　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項

　［略］
訪問支援等に関する意見
　［略］

　［略］
家族等の同意により入院
し た 年 月 日

　　　年　月　日
　［略］

今回の医療保護入院の
入 院 期 間

　　　年　月　日まで

　［略］
入院を必要と認めた
精神保健指定医氏名

　［略］

選任された退院後生
活環境相談員の氏名
　［略］

　［略］
訪問指導等に関する意見
　［略］

　［略］
家族等の同意により入院
し た 年 月 日

　　　
年　月　日

　［略］

　［略］
入院を必要と認めた
精神保健指定医氏名

　［略］

　［略］
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　１　［略］
　２　「今回の入院年月日」の欄は、今回貴病院に入院した年月日
　　を記載し、「入院形態」の欄にそのときの入院形態を記載する
　　こと（特定医師の診察による入院を含む。その場合は、「第33
　　条の７第２項入院」と記載すること。）。
　　　なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載するこ
　　と。
　３～８　［略］
　９　「同意をした家族等」の氏名の欄は、親権者が両親の場合は
　　２人目を記載すること。
　10　［略］
　11　「事後審査委員会意見」の欄は、記録の場合について記載す
　　ること。

　12　［略］

　１　［略］
　２　「今回の入院年月日」の欄は、今回貴病院に入院した年月日
　　を記載し、「入院形態」の欄にそのときの入院形態を記載する
　　こと（特定医師の診察による入院を含む。その場合は、「第33
　　条の６第２項入院」と記載すること。）。
　　　なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載するこ
　　と。
　３～８　［略］
　９　「同意をした家族等」の氏名の欄は、親権者が両親の場合は
　　原則として２人目を記載すること。
　10　［略］
　11　「事後審査委員会意見」の欄は、知事への届出時点では記入
　　を要しないが、本様式を院内で記録として保存する際には、記
　　載しておくこと。
　12　［略］

　別記様式第11号の次に次の１様式を加える。
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　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改正前 改正後

様式第12号（第13条関係）
　　［略］

　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　［略］
　２　選択肢は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字を○で囲
　　むこと。
様式第13号（第14条関係）
　　［略］
　　次の者を応急入院させましたので、精神保健及び精神障害者福
　祉に関する法律第33条の７第５項の規定により届け出ます。

　　［略］
様式第14号（第14条関係）
　　 特定医師による応急入院（第33条の７第２項）届及び記録
　　［略］
　　次の者を特定医師の診察により応急入院させましたので、精神
　保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の７第５項の規定に
　より届け出ます。
　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１～７　［略］
　８　「事後審査委員会意見」の欄は、記録の場合について記載す
　　ること。

　９　［略］

様式第12号（第13条関係）
　　［略］

　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１　［略］
　２　選択肢は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で
　　囲むこと。
様式第13号（第14条関係）
　　［略］
　　次の者を応急入院させましたので、精神保健及び精神障害者福
　祉に関する法律第33条の６第５項の規定により届け出ます。

　　［略］
様式第14号（第14条関係）
　　 特定医師による応急入院（第33条の６第２項）届及び記録
　　［略］
　　次の者を特定医師の診察により応急入院させましたので、精神
　保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の６第５項の規定に
　より届け出ます。
　　［略］
　　　　　　　　記　載　上　の　留　意　事　項
　１～７　［略］
　８　「事後審査委員会意見」の欄は、知事への届出時点では記入
　　を要しないが、本様式を院内で記録として保存する際には、記
　　載しておくこと。
　９　［略］

　［略］
訪問支援等に関する
意 見
　［略］

　［略］
入院年月日及び時刻 　年　月　日（午前・午後　時　

分）
　［略］
応 急 入 院 の 必 要 性

患者自身の病気に対する理解

の程度を含め、任意入院が行

われる状態にないと判断した

理由について記載すること。

　［略］

　［略］
訪問指導等に関する
意 見
　［略］

　［略］
入院年月日及び時刻 　年　月　日（午前・午後　時）

　［略］
応 急 入 院 の 必 要 性

患者自身の病気に対する理解

の程度を含め、任意入院が行

われる状態にないと判断した

理由について記載すること。

（特定医師の診察により入院し

た場合には特定医師の採った措

置の妥当性について記載するこ

と。）

　［略］

　別記様式第15号から別記様式第17号までを次のように改める。
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　別記様式第16号　削除
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　別記様式第17号の次に次の１様式を加える。
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　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和６年４月１日から施行する。
　（用紙に関する経過措置）
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定に定める様式による
　用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第22号
　　　児童福祉法施行細則の一部を改正する規則
　児童福祉法施行細則（昭和45年宮崎県規則第32号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（指定障害児通所支援事業者等の指定の申請書等）
第６条の２　［略］
２　省令第18条の34の２及び第25条の21の３の申請書は、特定障害
　児通所支援（障害児入所支援）指定変更申請書（別記様式第14号
　の３）によるものとする。
３　［略］
　（在所期間の延長決定通知）
第12条　知事は、法第31条第１項から第３項までに規定する措置を
　採ることを決定したときは、在所期間延長決定通知書（別記様式
　第20号）により、関係の児童福祉施設又は指定発達支援医療機関
　の長及び本人又はその保護者に通知するものとする。

２　［略］
　（児童自立生活援助の実施等）
第12条の２　法第33条の６第２項（同条第６項において準用する場
　合を含む。）の規定による申込みは、児童自立生活援助実施申込
　書（別記様式第21号）によってするものとする。
２　知事は、法第33条の６第１項（同条第６項において準用する場
　合を含む。）の規定による児童自立生活援助の実施を決定したと
　きは、児童自立生活援助実施決定通知書（別記様式第21号の２）
　により、本人及び児童自立生活援助事業を行う者（以下「児童自
　立生活援助事業者」という。）に通知するものとする。
３　児童自立生活援助事業を行う住居（以下「児童自立生活援助事
　業所」という。）に入居している者が児童自立生活援助事業所を
　退去しようとするときは、本人又は児童自立生活援助事業者は、
　児童自立生活援助事業所退去届出書（別記様式第21号の３）によ
　り届け出るものとする。
４　［略］
　（児童自立生活援助事業等の開始等の届出）
第12条の３　［略］

　（指定障害児通所支援事業者等の指定の申請書等）
第６条の２　［略］
２　省令第18条の34の４及び第25条の21の３の申請書は、特定障害
　児通所支援（障害児入所支援）指定変更申請書（別記様式第14号
　の３）によるものとする。
３　［略］
　（在所期間の延長決定通知）
第12条　知事は、法第31条第１項に規定する保護を行うこととした
　とき又は法第31条第２項若しくは第３項若しくは法第31条の２第
　１項若しくは第２項に規定する措置を採ることを決定したときは
　、在所期間延長決定通知書（別記様式第20号）により、関係の児
　童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里
　親又は指定発達支援医療機関の長及び本人又はその保護者に通知
　するものとする。
２　［略］
　（児童自立生活援助の実施等）
第12条の２　法第33条の６第２項の規定による申込みは、児童自立
　生活援助実施申込書（別記様式第21号）によってするものとする
　。
２　知事は、法第33条の６第１項の規定による児童自立生活援助の
　実施を決定したときは、児童自立生活援助実施決定通知書（別記
　様式第21号の２）により、本人及び児童自立生活援助事業を行う
　者（以下「児童自立生活援助事業者」という。）に通知するもの
　とする。
３　児童自立生活援助事業を行う住居等（以下「児童自立生活援助
　事業所」という。）に入居している者が児童自立生活援助事業所
　を退去しようとするときは、本人又は児童自立生活援助事業者は
　、児童自立生活援助事業所退去届出書（別記様式第21号の３）に
　より届け出るものとする。
４　［略］
　（児童自立生活援助事業等の開始等の届出）
第12条の３　［略］
　（社会的養護自立支援拠点事業等の開始等の届出）
第12条の４　法第34条の７の２第２項又は法第34条の７の５第２項
　の規定による届出は、社会的養護自立支援拠点事業（親子再統合
　支援事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業）開始届
　出書（別記様式第22号の４）によってするものとする。
２　法第34条の７の２第３項又は法第34条の７の５第３項の規定に
　よる届出は、社会的養護自立支援拠点事業（親子再統合支援事業
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　（里親認定及び登録の申請書等）
第13条の２　［略］
２　前項の申請書は、当該申請者の居住地を管轄する児童相談所又
　は福祉事務所の長を経由して提出しなければならない。この場合
　において、当該児童相談所又は福祉事務所の長は、児童相談所の
　職員、児童福祉司、社会福祉主事又は児童委員に当該申請者の家
　庭等の状況が里親として適当であるか否か、その他必要な調査を
　させて作成した里親調査書（別記様式第23号の４）を添えて、知
　事に進達するものとする。
３　前項の場合において、福祉事務所の長が知事に進達するときは
　、児童相談所の長を経由するものとする。
４　［略］
様式第14号の４（第６条の３関係）
　　　　　　　　　　　　　（表面）
　　［略］
　　　　　　　　　　　　　（裏面）

　　［略］
　付表
　　［略］
様式第14号の10（第６条の５関係）
　　　　　　　　　　　　　（表面）
　　［略］
　　　　　　　　　　　　　（裏面）

　、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業）変更届出書（別
　記様式第22号の５）によってするものとする。
３　法第34条の７の２第４項又は法第34条の７の５第４項の規定に
　よる届出は、社会的養護自立支援拠点事業（親子再統合支援事業
　、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業）廃止（休止）届
　出書（別記様式第22号の６）によってするものとする。
　（里親認定及び登録の申請書等）
第13条の２　［略］
２　前項の申請書は、当該申請者の居住地を管轄する児童相談所の
　長を経由して提出しなければならない。この場合において、当該
　児童相談所の長は、児童相談所の職員又は児童福祉司に当該申請
　者の家庭等の状況が里親として適当であるか否か、その他必要な
　調査をさせて作成した里親調査書（別記様式第23号の４）を添え
　て、知事に進達するものとする。

３　［略］
様式第14号の４（第６条の３関係）
　　　　　　　　　　　　　（表面）
　　［略］
　　　　　　　　　　　　　（裏面）

　　［略］
　付表
　　［略］
様式第14号の10（第６条の５関係）
　　　　　　　　　　　　　（表面）
　　［略］
　　　　　　　　　　　　　（裏面）

　　［略］
　付表
　　［略］
様式第20号（第12条関係）

　　［略］
　付表
　　［略］
様式第20号（第12条関係）

申
請
す
る
減
免
の
種
類

　［略］
□　４　生活保護への移行予防措置（定率負担減免措置
　　　　、特例補足給付）に関する認定生活保護への移
　　　　行予防措置（□定率負担減免措置、□特例補足
　　　　給付）を申請します。
　　　　　※福祉事務所長が発行する境界層対象者証明
　　　　　　書が必要となります。

申
請
す
る
減
免
の
種
類

　［略］
□　４　生活保護への移行予防措置（定率負担減免措置
　　　　、特例補足給付）に関する認定生活保護への移
　　　　行予防措置（□定率負担減免措置、□特例補足
　　　　給付）を申請します。
　　　　　※福祉事務所が発行する境界層対象者証明書
　　　　　　が必要となります。

申
請
す
る
減
免
の
種
類

　［略］
□　２　生活保護への移行予防措置（定率負担減免措置
　　　　、特例補足給付）に関する認定生活保護への移
　　　　行予防措置（□定率負担減免措置、□特例補足
　　　　給付）を申請します。
　　　　　※福祉事務所長が発行する境界層対象者証明
　　　　　　書が必要となります。

　［略］
　［略］
　　　　　　　　　　西臼杵支庁長

申
請
す
る
減
免
の
種
類

　［略］
□　２　生活保護への移行予防措置（定率負担減免措置
　　　　、特例補足給付）に関する認定生活保護への移
　　　　行予防措置（□定率負担減免措置、□特例補足
　　　　給付）を申請します。
　　　　　※福祉事務所が発行する境界層対象者証明書
　　　　　　が必要となります。

　［略］
　［略］
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　　　　　　　宮崎県　　福祉こどもセンター長　　　印
　　　　　　　　　　児湯福祉事務所長
　　　　　　　　　　（宮崎県　　児童相談所長　　　印）
　児童福祉法第31条第１項（第31条第２項、第31条第３項、
第31条の２第１項、第31条の２第２項）の規定により、次の
とおり在所期間の延長を決定したので通知します。
　［略］

　　［略］
様式第21号（第12条の２関係）

　　［略］
様式第21号の２（第12条の２関係）

　　［略］
様式第21号の４（第12条の２関係）

　　［略］
様式第22号（第12条の３関係）
　　［略］

　　［略］

　　［略］
様式第21号（第12条の２関係）

　　［略］
様式第21号の２（第12条の２関係）

　　［略］
様式第21号の４（第12条の２関係）

　　［略］
様式第22号（第12条の３関係）
　　［略］

　　［略］

　［略］
　［略］
　児童自立生活援助の実施を受けたいので、児童福祉法第33
条の６第２項の規定により、次のとおり申し込みます。

　［略］

　［略］
　［略］
　児童福祉法第33条の６第１項の規定により、次のとおり児
童自立生活援助の実施を決定したので通知します。

　［略］

　［略］
　［略］
　　　　年　　月　　日で決定した児童福祉法第33条の６第
１項の規定による児童自立生活援助の実施を次のとおり解除
したので通知します。

　［略］

　［略］
当該事業の用に
供する施設（住
居）

　［略］

　［略］

　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　　　印

　　　　　　　　　　（宮崎県　　児童相談所長　　　印）
　児童福祉法第31条第１項（第31条第２項、第31条第３項）
の規定により、次のとおり在所期間の延長を決定したので通
知します。
　［略］

　［略］
　［略］
　児童自立生活援助の実施を受けたいので、児童福祉法第33
条の６第２項（第33条の６第６項において準用する同条第２
項）の規定により、次のとおり申し込みます。
　［略］

　［略］
　［略］
　児童福祉法第33条の６第１項（第33条の６第６項において
準用する同条第１項）の規定により、次のとおり児童自立生
活援助の実施を決定したので通知します。
　［略］

　［略］
　［略］
　　　　年　　月　　日で決定した児童福祉法第33条の６第
１項（第33条の６第６項において準用する同条第１項）の規
定による児童自立生活援助の実施を次のとおり解除したので
通知します。
　［略］

　［略］
当該事業の用に
供する施設

　［略］

　［略］

　別記様式第22号の３の次に次の３様式を加える。
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　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和６年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則（以下「改正前の規則」という。）の規定に基づいて提出されて
　いる申請書その他の書類は、この規則による改正後の児童福祉法施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす
　。
３　この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することが
　できる。

改正前 改正後
様式第23号の２（第13条の２関係）

　　［略］
様式第23号の３（第13条の２関係）

　　［略］
様式第24号の４（第13条の２関係）
　　［略］

様式第23号の２（第13条の２関係）

　　［略］
様式第23号の３（第13条の２関係）

　　［略］
様式第24号の４（第13条の２関係）
　　［略］

　［略］
経由機関 　　　　　　　　　児童相談所

　［略］
経由機関 　　　　　　　　　児童相談所（福祉事務所）

　［略］
経由機関 　　　　　　　　　児童相談所

　［略］
経由機関 　　　　　　　　　児童相談所（福祉事務所）

　［略］
児童相談所長
の意見

　　　 年　月　　日
　　　児童相談所長　　　　　　　　　印

　［略］
児童相談所長
（福祉事務所
長）の意見

　　　 年　月　　日
　　　児童相談所長（福祉事務所長）　印

告　　　　　示

宮崎県告示第 172号
　児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第21条の５の３第１項の規
定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者の指定をした。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 173号
　次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第
８号）第１条第１項に規定する救急病院と認定した。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　名称及び所在地

２　救急病院の認定の有効期間
　　令和６年３月29日から令和９年３月28日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 174号

事 業 所
番 号

指 定 障 害 児 通 所
支 援 事 業 所

指 定 障 害 児 通 所
支 援 事 業 者 指　定

年月日

事 業 等
の 種 類

名　　　称 所　在　地 名　　　称 主たる事務
所の所在地

4550300414 放課後等デイサー
ビス　ウィズ・ユ
ー延岡ステップ

延岡市大武町2294
番地３

株式会社カタヤマ 熊本県玉名郡南関
町関東 130番地４

令和６年４月１日 児童発達支援・
放課後等デイサ
ービス（多機能
型）

名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

南部病院 宮崎市大字恒久 891番地14
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　次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第
８号）第１条第１項に規定する救急病院と認定した。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　名称及び所在地

２　救急病院の認定の有効期間
　　令和６年４月１日から令和９年３月31日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 175号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第33条の２の規定により、次の
とおり保安林の指定施業要件を変更する。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１⑴　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所　東臼杵郡諸塚
　　村大字七ツ山字タブノキ5195－１（次の図に示す部分に限る。
　　）
　⑵　保安林として指定された目的　水源の涵

かん

養
　⑶　変更後の指定施業要件
　　ア　立木の伐採の方法
　　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　　　字タブノキ5195－１（次の図に示す部分に限る。）
　　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない
　　　　。
　　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の
　　　　所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐
　　　　期齢以上のものとする。
　　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

都城市郡医師会病院 都城市太郎坊町1364番地１

　　イ　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　　次のとおりとする。
２⑴　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所　東臼杵郡諸塚
　　村大字七ツ山字タブノキ5195－１
　⑵　保安林として指定された目的　土砂の流出の防備
　⑶　変更後の指定施業要件
　　ア　立木の伐採の方法
　　　ア　主伐は択伐による。
　　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の
　　　　所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐
　　　　期齢以上のものとする。
　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立木の伐採の限度
　　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び宮崎県東臼杵農林振興
　局並びに諸塚村役場に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 176号
　公の施設に関する条例（昭和39年宮崎県条例第７号）第10条の２
第３項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
　　県営国民宿舎えびの高原荘
　　県営えびの高原スポーツレクリエーション施設
２　指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
　　小林まちづくり株式会社
　　代表取締役　柊　崎　庄　二
　　小林市本町16番地
３　指定の期間
　　令和６年４月１日から令和11年３月31日まで

　（写真貼り付け欄）
　縦５センチメート
　ル、横４センチメー
　トルで正面、上半身、
　無帽、無背景の写真
　をはり付けること。

出

願

人

ふ り が な

氏 名

生 年 月 日 性別 男　・　女

現 住 所

本 籍

勤 務 先

連 絡 先
（携帯電話番号）

　（写真貼り付け欄）
出

願

人

ふ り が な

氏 名

生年月日 性別 男　・　女

現住所

勤務先

勤務先住所

連 絡 先
（携帯電話番号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　家畜人工授精講習会規程の一部を改正する告示をここに公表する。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県告示第 177号
　　　家畜人工授精講習会規程の一部を改正する告示
　家畜人工授精講習会規程（昭和60年宮崎県告示第 521号）の一部を次のように改正する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　「

　別記様式第１号中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
「
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　都道
　別記様式第２号（その１）中　本籍　　　　　　　　　　　　を削る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　府県」
　別記様式第２号（その２）中「本籍　　　　　　　都道府県」を削り、
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　別記様式第５号中「本籍（都道府県名又は国名）」を削る。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この告示は、公表の日から施行する。
　（用紙に関する経過措置）
２　この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の家畜人工授精講習会規程の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の
　事項を適宜補正して使用することができる。

　（写真貼り付け欄）
　縦 4.5センチメート
　ル、横 3.5センチメ
　ートル又は縦 4.0セ
　ンチメートル、横 3
　.0センチメートルで
　無帽、正面、上三分
　身、無背景の写真を
　貼り付けること。

出

願

人

ふりがな

生 年 月 日

現 住 所

勤 務 先

勤務先住所

連 絡 先
（携帯電話番号）

修業試験合格の年月
日及び合格証の番号

　　　　　　　　　　　　　　　都道
　　　年　　　月　　　日　　　府県　第　　　号

修業試験に合格して
いることを証する書面
　該当する字句を
　○で囲むこと。

修業試験合格証の写し・家畜人工授精師免許証の写し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 178号
　漁業災害補償法（昭和39年法律第 158号。以下「法」という。）
第 108条第５項において準用する法第 105条の２第３項の規定によ
る届出を審査した結果、当該加入区に係る法第 108条第２項の規定
による特定第２号漁業者の同意が同項に規定する要件に適合すると
認めた。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 179号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和６年３月25日から同年４月８日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 180号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道
路の供用を次のとおり開始する。

同意成立の届出年月日 令和６年３月１日

発起人の住所及び氏名 串間市
河野　泰幸
串間市
河野　正巳

加 入 区 の 名 称 串間市東第二加入区

区 域 串間市東漁業協同組合の地区

区 分 市木地区以外の者が営む総トン数10ト
ン未満の漁船を使用して主にひき縄漁
業以外の漁業を行うもの及び小型定置
漁業

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
（メートル）

延　長

（メートル）

 313 県道 杉安高
鍋線

西都市大字
穂北字串木
 763番１地
先から同市
同大字同字
 896番１地
先まで

旧  7.9～
11.1

 378.6

新  9.6～
12.1

 378.6
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　なお、関係図面は、令和６年３月25日から同年４月８日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間 供用開始の期日

 313…
…

県道 杉安高
鍋線

西都市大字
穂北字串木
 763番１地
先から同市
同大字同字
 896番１地
先まで

令和６年３月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 181号
　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第
57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区
域に指定する。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　穂佐ヶ原１地区
　⑴　区域の表示
　　　次に掲げる土地に存する標柱１号から標柱11号までを順次結
　　んだ線及び標柱１号と標柱11号を結んだ線により囲まれた土地
　　の区域
　⑵　標柱の表示

標柱番号 標 柱 の 存 す る 土 地
１ 串間市大字西方字鎌牟田1213番３
２ 　〃　　 〃 　字上ノ原1447番２
３ 　〃　　 〃　　　〃　 1447番５
４ 　〃　　 〃　 字鎌牟田1212番14
５ 　〃　　 〃　　　〃　 1212番14
６ 　〃　　 〃　　　〃　 1212番14
７ 　〃　　 〃　　　〃　 1213番３
８ 　〃　　 〃　　　〃　 1212番１
９ 　〃　　 〃　　　〃　 1193番１
10 　〃　　 〃　　　〃　 1193番１
11 　〃　　 〃　　　〃　 1213番３

公　　　　　告

　漁業法（昭和24年法律第 267号。以下「法」という。）第16条第
１項の規定により、するめいか、くろまぐろ（小型魚）及びくろま
ぐろ（大型魚）に関する令和６管理年度における知事管理漁獲可能
量を令和６年３月11日付けで次のとおり定めたので、同条第４項の
規定により公表する。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　するめいか、くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）に
関する令和６管理年度（令和６年４月１日から令和７年３月31日ま

での期間をいう。）における知事管理漁獲可能量（法第16条第１項
に規定する知事管理漁獲可能量をいう。）は、次の表の左欄に掲げ
る知事管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
第１　するめいか

知事管理区分 数　量

宮崎県するめいか漁業 現行水準

知事管理区分 数　量

宮崎県くろまぐろ（小型魚）漁船漁業 13.0トン

宮崎県くろまぐろ（小型魚）定置漁業
（４月から６月まで）

1.1トン

宮崎県くろまぐろ（小型魚）定置漁業
（７月から９月まで）

0.6トン

宮崎県くろまぐろ（小型魚）定置漁業
（10月から12月まで）

1.3トン

宮崎県くろまぐろ（小型魚）定置漁業
（１月から３月まで）

1.6トン

知事管理区分 数　量

宮崎県くろまぐろ（大型魚）漁船漁業
（４月から12月まで）

11.6トン

宮崎県くろまぐろ（大型魚）漁船漁業
（１月から３月まで）

2.1トン

宮崎県くろまぐろ（大型魚）定置漁業
（４月から９月まで）

1.0トン

宮崎県くろまぐろ（大型魚）定置漁業
（10月から３月まで）

0.6トン

第２　くろまぐろ（小型魚）

第３　くろまぐろ（大型魚）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　漁業法（昭和24年法律第 267号。以下「法」という。）第16条第
５項の規定により、くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚
）に関する令和５管理年度における知事管理漁獲可能量を令和６年
３月７日付けで次のとおり変更したので、同項において準用する同
条第４項の規定により公表する。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）に関する令和５
管理年度（令和５年４月１日から令和６年３月31日までの期間をい
う。）における知事管理漁獲可能量（法第16条第１項に規定する知
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事管理漁獲可能量をいう。）は、次の表の左欄に掲げる知事管理区
分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
第１　くろまぐろ（小型魚）

知事管理区分 数　量

宮崎県くろまぐろ（小型魚）漁船漁業 7.7トン

宮崎県くろまぐろ（小型魚）定置漁業
（４月から６月まで）

1.6トン

宮崎県くろまぐろ（小型魚）定置漁業
（７月から９月まで）

0.6トン

宮崎県くろまぐろ（小型魚）定置漁業
（10月から12月まで）

0.9トン

宮崎県くろまぐろ（小型魚）定置漁業
（１月から３月まで）

2.0トン

第２　くろまぐろ（大型魚）

知事管理区分 数　量

宮崎県くろまぐろ（大型魚）漁船漁業
（４月から９月まで）

11.2トン

宮崎県くろまぐろ（大型魚）漁船漁業
（10月から３月まで）

1.6トン

宮崎県くろまぐろ（大型魚）定置漁業
（４月から９月まで）

1.0トン

宮崎県くろまぐろ（大型魚）定置漁業
（10月から３月まで）

1.5トン

人事委員会規則

　会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県人事委員会委員長　佐　藤　健　司
宮崎県人事委員会規則第９号
　　　会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則
　会計年度任用職員の給与等に関する規則（令和元年宮崎県人事委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員との均衡上
　必要があると認められるものの範囲等）
第４条　条例第５条第３項の人事委員会規則で定める者は、次の各
　号に掲げるものとする。
　（１）　［略］
　（２）　６月１日を基準日とする期末手当を支給する場合において
　　、前会計年度の末日まで会計年度任用職員等として任用され、
　　同日の翌日に同じ任命権者にフルタイム会計年度任用職員とし
　　て任用されたものであって、任期（６月未満のものに限る。）
　　の定めと前会計年度における任期（前会計年度の末日を含む期
　　間の任用に係るものに限る。）の定めとの合計が６月以上に至
　　ったもの
２　［略］
３　在職期間の通算規定は、任命権者が別に定める。
　（パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額の換算方法）

第８条　条例第16条第２項の人事委員会規則で定める方法は、次の
　各号に掲げる勤務態様の区分に応じ、当該各号に定めるとおりと
　する。
　（１）　各月毎の勤務日数が一定の場合　基準日が属する月の報酬
　　（条例第16条第２項に規定する期末手当基礎額に算入する報酬
　　に限る。次号において同じ。）としてその者が受けるべき１月
　　分の報酬の額を合計する。

　（期末手当及び勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職
　員との均衡上必要があると認められるものの範囲等）
第４条　条例第５条第３項の人事委員会規則で定める者は、次の各
　号に掲げるものとする。
　（１）　［略］
　（２）　６月１日を基準日とする期末手当及び勤勉手当を支給する
　　場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員等とし
　　て任用され、同日の翌日に同じ任命権者にフルタイム会計年度
　　任用職員として任用されたものであって、任期（６月未満のも
　　のに限る。）の定めと前会計年度における任期（前会計年度の
　　末日を含む期間の任用に係るものに限る。）の定めとの合計が
　　６月以上に至ったもの
２　［略］
３　在職期間及び勤務期間の通算規定は、任命権者が別に定める。
　（パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額及び勤勉手当
　基礎額の換算方法）
第８条　条例第16条第２項の人事委員会規則で定める方法は、次の
　各号に掲げる勤務態様の区分に応じ、当該各号に定めるとおりと
　する。
　（１）　各月毎の勤務日数が一定の場合　基準日が属する月の報酬
　　（条例第16条第２項に規定する期末手当基礎額及び勤勉手当基
　　礎額に算入する報酬に限る。次号において同じ。）としてその
　　者が受けるべき１月分の報酬の額を合計する。
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　（２）　［略］ 　（２）　［略］
　　　附　則　
　この規則は、令和６年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県人事委員会委員長　佐　藤　健　司　
宮崎県人事委員会規則第10号
　　　へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則
　へき地手当等に関する規則（昭和46年宮崎県人事委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

学校等
区　分

市郡名 町村名   学　校　等　名
級　別
区　分

小学校 　［略］
延岡市 　［略］  ［略］
　［略］
同 同 松尾小学校

　［略］
　［略］

中学校 　［略］
延岡市 　［略］  ［略］
　［略］
同 椎葉村 椎葉中学校

　［略］
義務教
育学校

延岡市
東臼杵郡
同

美郷町
同

　［略］
美郷北義務教育学校
美郷南学園

　［略
］

　［略］

学校等
区　分

市郡名 町村名   学　校　等　名
級　別
区　分

小学校 　［略］
延岡市 　［略］  ［略］
　［略］
同
同

同
美郷町

松尾小学校
南郷小学校

　［略］
　［略］

中学校 　［略］
延岡市 　［略］  ［略］
　［略］
同
同

椎葉村
美郷町

椎葉中学校
南郷中学校

　［略］
義務教
育学校

延岡市
東臼杵郡 美郷町

　［略］
美郷北義務教育学校

　［略
］

　［略］

　　　附　則　
　この規則は、令和６年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　平成17年改正県給与条例附則第７条及び平成17年改正市町村立学校給与条例附則第６項から第９項までの規定による給料に関する規則を
廃止する規則をここに公布する。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県人事委員会委員長　佐　藤　健　司
宮崎県人事委員会規則第11号
　　　平成17年改正県給与条例附則第７条及び平成17年改正市町村立学校給与条例附則第６項から第９項までの規定による給料に関
　　　する規則を廃止する規則
　平成17年改正県給与条例附則第７条及び平成17年改正市町村立学校給与条例附則第６項から第９項までの規定による給料に関する規則（
平成18年宮崎県人事委員会規則第３号）は、廃止する。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。

　宮崎県議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和６年３月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県議会議長　濵　砂　　　守　
宮崎県議会規則第１号



宮　崎　県　公　報令和 ６ 年 ３ 月 25 日（月曜日）　第 494 号

─ 30 ─

改正前 改正後
　（会議時間及び号鈴）
第10条　［略］
２　［略］

３　［略］

　（会議時間及び号鈴）
第10条　［略］
２　［略］
３　前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって
　緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは、議員
　に通知することにより、会議時間を変更することができる。
４　［略］

　　　附　則
　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　宮崎県議会会議規則の一部を改正する規則
　宮崎県議会会議規則（平成10年宮崎県議会規則第１号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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